


29【参考】 放送対象地域に係る現状と課題

１．現状

２．課題

○ 放送対象地域は、「同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認
められる一定の区域」（放送法第91条第２項第２号）であり、その地域の自然的、経済的、
社会的、文化的諸事情や周波数の効率的使用を考慮して基幹放送普及計画（告
示）において定めることとされている（放送法第91条第３項）。

○ 基幹放送普及計画においては、例えば、地上テレビジョン放送について、放送
対象地域は広域放送（関東広域圏、中京広域圏、近畿広域圏）及び県域放送と
定められているほか、当該放送対象地域ごとに放送系（同一の放送番組の放送を同時

に行うことのできる基幹放送局の総体（放送法第91条第２項第３号））の数の目標が定められて
いる。

出典：令和４年１月24日 デジタル時代における放送制度の在り
方に関する検討会第４回会合 株式会社テレビ朝日ホール
ディングス資料

○ 人口減少が進むほか、インターネットを含め情報空間が放送以外にも広
がる現在においては、県域を基本とする現在の放送対象地域は、必ずしも
放送の地域性の確保につながらない部分があるのではないか。

○ 現在の放送対象地域は、地域社会の実態に必ずしも合っておらず、地域情報
の発信という観点から障害になっている部分もあるのではないか。

○ 経営基盤強化計画認定制度では放送番組の同一化が可能であるが、 （経営

リスクが顕在化する前に）積極的な経営戦略を描きたい場合に利用できない、
経営基盤強化計画の申請・認定等の手続きが煩雑で使い勝手が必ずしもよく
ないといった意見もある。

○ 事業者からは、将来的な経営リスク顕在化の可能性に備え、固定的費用の抑
制の観点から、複数の放送対象地域における放送の同一化が要望されている。






